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　昨年１０月の役員改選で再

任されました理事長の谷口で

ございます。気持ちを新たに

この重責を全うすべく精一杯

務めさせて頂く所存です。ま

た、新たな執行部体制のもと

役職員一丸となり組合員皆様の負託に応えられる

よう福岡堰土地改良区の円滑な業務運営と土地改

良事業推進に努力してまいりますので、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　組合員の皆様には、当改良区の各種事業の推進

について日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼を

申し上げます。

　また、茨城県県南農林事務所、管内各市、そし

て茨城県土地改良事業団体連合会等、関係機関の

皆様にも、特段のご支援ご協力を賜り御礼を申し

上げます。

　さて、今年度の灌漑開始時期は、周期的な降雨

に恵まれ、導水路の貯水量も良好に推移し通水す

ることができました。生産基盤である農業用水を

安定的に確保するため、適正な配水管理や農業水

利施設の維持管理に努めてまいります。

　近年、異常気象は頻発化・激甚化しており、豪

雨災害のリスクを踏まえ、防災・減災対策の強化

が重要であります。昨年度も国へ農業水利施設の

日常的な防災対策への支援や計画的、継続的な支

援制度の維持について、要望活動を実施しました。

今後も、関係機関と連携し、国等へ働き掛け用排

水施設の老朽化対策に取り組んでまいります。

　次に、今年度の主な実施事業について、当改良

区発注分として、土地改良施設維持管理適正化事

業２地区、県単土地改良事業３地区、内郷工事を

予定しております。また、県営事業として、地盤

沈下対策事業福岡堰４期地区と小貝東部２期地区

では用水路工事を、経営体育成基盤整備事業伊奈

北部地区では排水路、農道工事を実施する予定	

です。

　県営経営体育成基盤整備事業の次期計画として

谷和原地区を推進するため、昨年 12 月に県南農林

事務所の方にご出席頂き、関係役員・総代を対象

に事業説明会を開催致しました。その後、関係機

関である県・市と協議し少しずつ前進していると

ころでございます。今後も関係機関と連携を図り

ながら事業を推進していきたいと考えております

ので、引き続き関係役員・総代・地元組合員の皆

様のご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、組合員の皆様そして各関

係機関の皆様のご健勝と更なるご発展をご祈念申

し上げましてご挨拶といたします。

福岡堰土地改良区　理事長　谷口　眞一

茨城県県南農林事務所　土地改良部門長　岡野　祐一

　４月の定期人事異動によ

り、茨城県県南農林事務所土

地改良部門長に着任しまし

た岡野でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。

　福岡堰土地改良区の皆様

には、日頃より本県の農業振興並びに農業農村整

備事業の推進にあたりまして、特段のご支援とご

協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

　さて、県では、昨年の５月に「茨城農業の将来

ビジョン」を策定し、中長期的な視点に立った、課

題や方向性を示すと共に、意欲ある担い手が牽引

する、収益性の高い農業構造に向けて、各種施策

に取り組んでいるところでございます。

　具体的な取組としましては、米需要の減少傾向

を踏まえ、地域の状況に応じた特色ある米づくり

や農地の集積・集約化による規模拡大、高収益作

物の導入などを推進しているところでございます。

　そのための基盤づくりとしまして、水田での高

収益作物導入に必要な排水改良を進めるとともに、

畑地での高品質な青果物の安定生産に向けた、か

んがい施設の整備など、本県の農業生産基盤の更
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なる強化に取り組んで参ります。また、老朽化が

進む農業水利施設の長寿命化対策として計画的な

補修・更新、防災・減災対策の強化、更には多面

的機能支払交付金を活用した農地や用排水路等の

保全活動への支援に取り組んで参ります。

　次に、福岡堰土地改良区管内で実施しておりま

す県営事業の概要について、ご紹介させて頂き	

ます。

　経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区、伊奈北

部２期地区におきましては、引き続き排水路工事

と共に、残る農道工事を予定しております。地盤

沈下対策事業福岡堰４期地区並びに小貝東部２期

地区におきましては、引き続き川通用水路等の改

修工事を予定しております。

　農業農村を取り巻く環境は大変厳しいものがあ

りますが、福岡堰土地改良区管内におかれまして

は、旧谷和原村地内の老朽化した排水路の改修等、

課題があるとお聞きしております。当事務所とし

ましては、事業の早期完了と効果発現を図るため、

必要な予算の確保と効果的な執行に努めて参りま

すので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と組

合員の皆様のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げま

してご挨拶と致します。

茨城県土地改良事業団体連合会　県南事業所長　長洲　裕之

　４月の定期異動によりま

して、茨城県土地改良事業団

体連合会県南事業所に赴任

いたしました長洲でござい

ます。どうぞよろしくお願い

いたします。

　谷口理事長をはじめ、福岡堰土地改良区の皆様

方には、平素から本会の運営並びに農業農村整備

事業の推進につきまして、多大なるご理解と格別

のご支援、ご協力を賜っておりますことに紙面を

お借りしまして厚く御礼申し上げます。

　昨年は、度重なる豪雨災害が発生し、県内にお

いても多くの農地や農業水利施設が甚大な被害を

受けました。被災した方々には、心よりお見舞い

申し上げます。近年の気象環境は、いつ大雨が降っ

てもおかしくない状況にあり、多くの施設を抱え

る土地改良区にとっては、大きな課題でもあり	

ます。

　また、猛威を振るってきた新型コロナウイルス

感染症が、季節性インフルエンザと同等の取り扱

いに引き下げられ、ほぼ落ち着きを取り戻し、社

会経済活動が正常に戻りつつありますが、引き続

き、基本的な感染症対策に心がけ、組織運営並び

に諸事業に当たって参りますので、ご理解とご協

力をよろしくお願いいたします。　

　さて、ロシアによるウクライナ侵攻や中東にお

ける軍事衝突など、国際情勢は依然先行き不透明

な状況であり、肥料・飼料の価格上昇や電気料金

高騰など農業生産を取り巻く環境が脅かされ、食

料安全保障への懸念が高まっております。さらに、

米価低迷はもちろんのこと、農業従事者の高齢化

や担い手の減少、荒廃農地の増大、農業用施設の

老朽化、頻発する自然災害などにより、農地や農

業用水等の維持管理に支障が生じることで、営農

の継続が困難になるなど、様々な課題に直面して

おります。

　そのような中、国では、農政の憲法となる「食料・

農業・農村基本法」について、食料安全保障の抜

本的な強化などを柱に位置付け、改正に向けて審

議をしている状況であります。

　国の農業農村整備事業関係予算につきましては、

令和５年度補正予算と令和６年度当初予算を合わ

せて、6,240 億円が確保されております。しかしな

がら、農業農村整備事業を計画的に実施する為に

は、年度当初予算をしっかり確保することが必要

不可欠であります。

　本会といたしましても、国、県の関係機関と連

携を図りながら、会員の皆さまのお力添えをいた

だき、農業農村整備をさらに推進して参りたいと

考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。

　さらには、男女平等の実現に向けた取組が進め

られ、土地改良の分野でも目標が掲げられている

ところであり、女性の活躍に向けた環境づくりを

促進し、多様な人材の確保など、土地改良区の運

営に対して支援して参りたいと考えております。　

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と、組

合員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げましてご

挨拶とさせていただきます。
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　福岡堰土地改良区の総代の任期満了に伴う総選

挙が、当土地改良区管理のもと各選挙区において

執行されました。次の方々が当選し、令和５年９

月２８日から就任され、任期４年間当土地改良区

の発展のため、御尽力を頂くことになりました。

　又、役員の任期満了に伴う総改選が令和５年

１０月５日開催の臨時総代会において執行されま

した。次の方々が選任され、令和５年１０月２５

日から就任されました。

｛総代６０名｝
 第 １ 区　つくばみらい市福岡地区

　中島　　浩	 秋場　久男	 飯泉　　正

　沖田　哲夫

 第 ２ 区　つくばみらい市十和地区

　吉田　　浩	 松島　　功	 堀越　功一

　飯泉　康平	 市川　貴司	 坂田　健治

　倉持　　宏	 平井　良一

 第 ３ 区　つくばみらい市谷原地区

　秋田　　純	 張替　正幸	 福田　政美

　飯塚　　武	 古谷　瑞夫	 風見　明男

　小幡　晴彦	 伊東　義弘	 塚田　靜一

 第 ４ 区　つくばみらい市豊地区

　直井　和弘	 吉葉　晴雄	 中村　保弘

　立野　正美	 倉持　道男	 栗田　宜英

 第 ５ 区　つくばみらい市谷井田地区

　野田　　浩	 石野　正美	 堤　　徳明

　石神　一男	 萓橋　敏男

 第 ６ 区　つくばみらい市三島地区

　小川　光弘	 岩川　裕一	 小田川芳夫

　飯塚　洋一	 中山　悦克	 間根山知己

 第 ７ 区　つくばみらい市東地区

　廣瀬　　誠	 山田　　治	 谷口　　聡

 第 ８ 区　つくばみらい市小張地区

　田内川忠良	 山口　茂夫	 前澤　彰一

　木村　　勇	 山口　利夫

 第 ９ 区　つくばみらい市板橋地区    

　青柳　政夫	 中山　和彦	 飯島　　滋

 第 10 区　取手市久賀地区            

　小林　　剛	 小谷野和治	 寺田　恭司

　浜野　　誠	 根本　喜良	 輕部　晴久

 第 11 区　常総市川又地区

　山野井喜仁

 第 12 区　常総市大生地区

　大島　定男	 塚本　輝之	 飯田　信夫

 第 13 区　常総市五箇地区

　大和田　忠

（立候補届出順）

｛役員１９名｝
 理 事  長 

　谷口	眞一

 副理事長

　片見　育司	 幸田　武志

 理事

　榎田　　実	 中川　　修	 根本　　進

　吉田　　仁	 髙田　雅生	 染谷　　治

　朝川　　剛	 中山　雅史	 河口　　隆

　片見　和男	 山中　正市	 大山　　繁

　酒井　　宏	 （席次順）

 総括監事

　中澤　俊男

 総括監事職務代理者

　小池　　稔

 監事

　染谷　　稔

（敬称略）
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　令和５年１０月５日（木）、つくばみらい市総合

運動公園体育館において、臨時総代会が開催され、 

つくばみらい市谷原地区の古谷瑞夫総代を議長に 

選出し、次の議案について審議し、全議案原案通

り承認及び可決決定されました。

第１号議案　福岡堰土地改良区総代席次決定について

第２号議案　福岡堰土地改良区役員の選任について

第３号議案　�令和４年度事業報告、会計収入支出決算、貸借対照表、財産目録の承認について

第４号議案　令和５年度組合費賦課率及び徴収方法の議決中、一部変更について

第５号議案　令和５年度県単土地改良事業の施行議決中、一部変更について

第６号議案　令和５年度一般会計収入支出補正予算（案）�の議決について
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（単位：円）

令和 4 年度決算について令和 4 年度決算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 土地改良事業収入 ２３７，１９２，４２３  １. 土地改良事業費支出 １３８，４１０，３３８

２. 附 帯 事 業 収 入 ３１，４４６，４７１  ２. 一 般 管 理 費 支 出 １０６，４０３，８７８

３. 基本財産運用収入 ６，８０３  ３. 土地改良事業負担金支出 １９，５９３，６１９

 ４. 特定資産運用収入 １３，４５７  ４. 支 払 利 息 0

 ５. 補 助 金 等 収 入 ９，２２６，０００  ５. 固定資産取得支出 ３１７，６８０

 ６. 交 付 金 収 入 ０  ６. 基本財産積立支出 ６，８０３

 ７. 寄 付 金 収 入 ４，７８３  ７. 特定資産積立支出 １９，５８５，０７５

 ８. 雑 収 入 ４，９８９，６９３  ８. 雑 支 出 ０

 ９. 基本財産取崩収入 ０  ９. 繰 越 金 １８，５７０，７６１

10. 特定資産取崩収入 ０ 10. 予 備 費 ０

11. 固定資産売却収入 ０

12. 繰 越 金 ２０，００８，５２４

計 ３０２，８８８，１５４ 計 ３０２，８８８，１５４

収　　入

１．土地改良事業収入（78.31%）２．附帯事業収入
（10.38%）

３．基本財産運用収入
（0.00%）

４．特定資産運用収入
（0.00%）

５．補助金等収入
（3.05%）

６．交付金収入（0.00%）

７．寄付金収入（0.00%）

８．雑収入（1.65%）

９．基本財産取崩収入
（0.00%） １０．特定資産取崩収入（0.00%）

１１．固定資産売却収入（0.00%）

１２．繰越金（6.61%）

支　　出

１．土地改良事業費支出
（45.70%）

２．一般管理費支出
（35.13%）

３．土地改良事業
　  負担金支出
（6.47%）

４．支払利息（0.00%）

５．固定資産取得支出
（0.10%）

６．基本財産積立支出
（0.00%）

７．特定資産積立支出（6.47%）

８．雑支出（0.00%）

１０．予備費（0.00%）

９．繰越金（6.13%）
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　令和６年３月２７日（水）、つくばみらい市伊奈

公民館において、通常総代会が開催され、つくば

みらい市豊地区の栗田宜英総代を議長に選出し、次

の議案について審議し、全議案原案通り可決決定

されました。

第 １ 号議案　�福岡堰土地改良区役員等の給与及び旅費並びに費用弁償に関する規程の一部改正について

第 ２ 号議案　令和５年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について

第 ３ 号議案　令和５年度一般会計収入支出補正予算 ( 案 ) の議決について

第 ４ 号議案　土地改良施設の交換及び被買収等に係る契約締結について

第 ５ 号議案　令和６年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について

第 ６ 号議案　令和６年度県単土地改良事業の施行について

第 ７ 号議案　令和６年度賦課金の賦課基準及び徴収方法の議決について

第 ８ 号議案　令和６年度地区除外決済金積立金の運用処分について

第 ９ 号議案　令和６年度一般会計収入支出予算 ( 案 ) の議決について

第�１０号議案　令和６年度予算内一時借入金限度額の議決について

第１１号議案　令和６年度余裕金の預入先の議決について

令和 5 年度事業報告について令和 5 年度事業報告について
◆ 県営地盤沈下対策事業　小貝東部２期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

川 通 用 水 路
第 ５ 工 区

用水路工　　　Ｌ＝ 380.0 三面水路 4.7 × 1.55

中 用 水 路
１  １  ５  号

用水路工　　　Ｌ ＝ 315.5 三面水路 0.9 × 0.7

副 用 水 路 用水路工　　　Ｌ ＝ 99.4 フリューム水路 0.7 × 0.6



（8）第 ３６ 号

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区　川通用水路　施工前（左）・施工後（右）

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区　副用水路　施工前（左）・施工後（右）

県営経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区　市野深地先　施工前（左） ・施工後（右）

◆県営経営体育成基盤整備事業　伊奈北部地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

排水路護岸工事その１２ 排水路工 Ｌ＝ 595.5 排水フリューム 0.4 ～ 0.6 × 0.4 ～ 0.9



第 ３６ 号（9）

◆　そ　の　他　の　工　事　◆

種　　別 工　事　内　容

内 郷 工 事 幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 安全施設復旧工、道路横断排水暗渠改修工

施 設 破 損
復 旧 工 事 用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工

◆土地改良施設維持管理適正化事業（第４５・４７期生）◆

工　事　名 工　事　内　容

城 中 余 水 吐
ゲ ー ト 補 修 工 事

ゲート補修工　　　　　Ｎ ＝ １ 門

谷 口 機 場
補 修 工 事

ポンプ設備補修工　　　Ｎ ＝ １ 式

土地改良施設維持管理適正化事業（第４５期生）　城中余水吐　施工前（左） ・施工後（右）
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（単位：円）

令和 6 年度予算について令和 6 年度予算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 土地改良事業収入 ２２４，９６２，０００  １. 土地改良事業費支出 １６８，７８５，０００ 

２. 附 帯 事 業 収 入 ２７，２６０，０００  ２. 一 般 管 理 費 支 出 １２０，５３５，０００ 

３. 基本財産運用収入 ７，０００  ３. 土地改良事業負担金支出 １０，０８４，０００ 

 ４. 特定資産運用収入 １６，０００  ４. 支 払 利 息 １，０００ 

 ５. 補 助 金 等 収 入 １５，２１１，０００  ５. 固定資産取得支出 ４，０００ 

 ６. 交 付 金 収 入 １０，３５０，０００  ６. 基本財産積立支出 ８１０，０００ 

 ７. 寄 付 金 収 入 １，０００  ７. 特定資産積立支出 ６，３１６，０００ 

 ８. 雑 収 入 ２，４３０，０００  ８. 雑 支 出 １，０００ 

 ９. 基本財産取崩収入 １，０００  ９. 繰 越 金 １５，５０６，０００ 

10. 特定資産取崩収入 ２５，００１，０００ 10. 予 備 費 １，０００，０００ 

11. 固定資産売却収入 ８０３，０００ 

12. 繰 越 金 １７，０００，０００ 

計 ３２３，０４２，０００ 計 ３２３，０４２，０００

収　　入

１．土地改良事業収入（69.64%）２．附帯事業収入
（8.44%）

３．基本財産運用収入
（0.00%）

４．特定資産運用収入
（0.00%）

５．補助金等収入
（4.71%）

６．交付金収入（3.20%）

７．寄付金収入（0.00%）

８．雑収入（0.75%）

９．基本財産取崩収入
（0.00%）

１０．特定資産取崩収入（7.74%）

１１．固定資産売却収入
（0.25%）

１２．繰越金
（5.26%）

支　　出

１．土地改良事業費支出
（52.25%）

２．一般管理費支出
（37.31%）

３．土地改良事業
　  負担金支出
　 （3.12%）

４．支払利息
（0.00%）

５．固定資産取得支出
（0.00%）

６．基本財産積立支出
（0.25%）

７．特定資産積立支出（1.96%）

８．雑支出（0.00%）

１０．予備費（0.31%）

９．繰越金（4.80%）
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資格得喪
届け出が
必要です！

　農業委員会の手続きだけでは改良区の資格は変更されませんので、必ず当改良区にも届け出を
お願いします。

○届出用紙は当改良区のホームページから印刷できます。

　　[　ホームページ → 各種手続き → 組合員資格得喪通知書　]

相　続 経営
移譲賃貸借 売　買 住所

変更

土地明細書
　賦課金通知書と同封して５月に郵送

しております。

　賦課している土地の明細となります

ので、記載内容に変更がある場合は 

届け出をお願いします。

土地の地番

土地の地積

ご確認
下さい！

口座振替
賦課金の納付につきましては、口座振替をおすすめします。

　◦振込手数料の負担なし

　◦納め忘れの防止

　◦納付の手間が省ける

　◦茨城県内に本店を置く金融機関が利用可能

○口座振替をご希望の方は当改良区へお問い合わせ下さい。

対象となる金融機関
茨城県内農業協同組合
常陽銀行
筑波銀行
水戸信用金庫
結城信用金庫
茨城県信用組合

お  知  ら  せ



（12）第 ３６ 号

こんな時には申請が必要です！こんな時には申請が必要です！

　当改良区管内には多数の用排水路があり、円滑なかんがいをする為、毎年２回の藻刈り及び 

堤塘草刈りを組合員皆様のご協力により実施しておりますが、本年は下記日程により執行して 

頂けますよう何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

第１回目　６月　2日　（第１日曜日）　翌日検査
第２回目　７月２8日　（第４日曜日）　翌日検査

　※ 用排水の通水を妨げないよう水路内へ草が落ちてしまった場合には、取り除いて頂きます 

ようご協力をお願い致します。

　※ 近年刈払機等による事故が増加しておりますので事故や怪我には充分注意して頂き、万一の

場合には当改良区へご連絡をお願い致します。

▼管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

　意見書等の交付の際に決済金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務付けられて 

おり、残された農地が将来過重な負担にならないようにするためのものです。

　公共事業用地として、買収等される場合も同様に決済金の納入が必要となります。手続きを

しないと賦課されますのでご注意下さい。

★地 区 除 外 申 請 書
★施設使用承認申請書

申請の受付は毎月月末締切で翌月２０日頃に
意見書等を交付します。〔 〕

農地を農地以外へ転用するとき

　排水路は農業排水が目的であり、公共下水等の設備が無く、浄化槽を通して雑排水等を放流

する場合には、必ず事前に承認を受けてから放流して下さい。

申請の受付は随時で後日承認書を交付します。〔 〕★施設使用承認申請書

浄化処理水等を放流するとき

ホームページのご利用について
　当改良区ではホームページを開設しております。
こちらでは組合員の皆様へのお知らせに加え、当
区の運営状況、沿革や概要等も掲載しております
ので、ご利用頂けたら幸いです。また、各種手続
きに伴う申請書等を印刷することも出来ますので
ご利用下さい。

検 索福 岡 堰 土 地 改 良 区


